
消費生活相談はまずはお電話で 海部地域消費生活センター

　　0567-23-0150　まで

住　　所　： 津島市西柳原町１丁目１４番地（愛知県海部総合庁舎１階）

対　　象　： 海部地域の市町村に在住・在勤・在学の方

相談日時　： 月曜から金曜　９：００～１６：３０※国民の祝日と１２月２９日～１月３日を除く

クレジットカードの不正利用

数年前に作ったものの、一度も使ってい
ないクレジットカードの会社から、突然、
「口座残高不足」の案内が届きました。
問い合わせすると、２か月前に通販サイ
トで９８００円の利用があるそうです。

トラブルを防ぐために

☆必要のないクレジットカードは解約しましょう

☆クレジットカード会社の利用明細は必ず確認しましょ
う。WEB明細の操作が難しい場合、費用はかかります
が紙の明細の発行を依頼する方法があります

☆多くのクレジットカード会社は不正利用の場合の補償
規定を設けていますが、申し出が遅くなると、補償が
受けられなくなります

☆クレジットカードの不正利用は誰にでも起こりえます。
早期に発見し、スピーディーに申し出ることで被害を
最小限にすることができます
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